
議案第１７号 

 

市道西谷坂元線道路改良事業の施行に関する基本協定の変更について 

 

 平成２６年４月１日付けで締結した市道西谷坂元線道路改良事業の施行に関する基本協定

について、下記のとおり工事に要する費用の変更を行うため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  平成２８年２月２９日提出 

 

                        加西市長 西 村 和 平 

 

記 

 

１ 件     名   市道西谷坂元線道路改良事業の施行に関する基本協定 

２ 変更前協定金額   ５９１，８４０，０００円 

３ 変更後協定金額   ５７３，２８１，６２６円 

４ 今回変更による金額   △１８，５５８，３７４円 

５ 協定の相手方   西日本高速道路株式会社 関西支社 

            支社長  村尾 光弘 

            住 所  大阪府茨木市岩倉町１番１３号 



（審議資料） 

 

平成 26 年４月１日付けで締結した市道西谷坂元線道路改良事業の施行に関する

基本協定について、工事に要する費用の変更を行うため、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 96 条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和 42 年加西市条例第 63 号）第２条の規定により、議会の

議決を求めるもの。                    （後掲の資料参照） 

 



１７ 議案第１７号 市道西谷坂元線道路改良事業の施行に関する基本協定の変更について 

 

 

市道西谷坂元線道路改良事業の施行に関する基本協定変更概要書 

 

１ 件    名    市道西谷坂元線道路改良事業の施行に関する基本協定 

 

２ 施 行 場 所    加西市窪田町地内 

 

３ 協定の相手方    西日本高速道路株式会社関西支社 

            支社長  村尾 光弘 

            住 所  大阪府茨木市岩倉町１番１３号 

 

４ 当 初 協 定 金 額  ５９１，８４０，０００円 

  今回変更協定金額  ５７３，２８１，６２６円（第１回変更） 

  差   引   額  △１８，５５８，３７４円 

 

５ 工    期    着 手  平成２６年４月 １日 

            完 成  平成２８年３月３１日 

 

６ 主要変更工事内容 

項   目 概        要 

設計精査、入札、精算精査 西日本高速道路㈱による精査及び入札に伴う減額 

支障物件移設 汚水管、遮音壁、光ケーブル、水道管の移設の追加 

掘削土の土質区分変更 盛土部の土質区分の変更、巨石等障害物の撤去の追加 

杭打設工法等の変更 ボーリング調査の結果、工法変更による減額 
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